
 

 

 

 

 

 川崎市医療法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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川崎市医療法施行細則の一部を改正する規則 

川崎市医療法施行細則（平成９年川崎市規則第２６号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項中「第２号様式）を」の次に「、医師が常駐しないオンライン

診療のための診療所の開設の許可を受けようとする者はオンライン診療のため

の医師非常駐診療所開設許可申請書（第２号様式の２）を」を加える。 

第５条の見出し中「助産所の開設」の次に「等」を加え、同条中「第８条」

を「第８条第１項」に改め、「第１３号様式）を」の次に「、医師が常駐しな

いオンライン診療のための診療所の開設の届出をしようとする者はオンライン

診療のための医師非常駐診療所開設届出書（第１３号様式の２）を」を加え、

同条に次の１項を加える。 

２ 法第８条第２項の規定により、オンライン診療受診施設の設置の届出をし

ようとする者は、オンライン診療受診施設設置届出書（第１４号様式の２）

を市長に提出しなければならない。 

 第６条中「若しくは第３項」を「、第３項若しくは第４項」に、「病院（診

療所、助産所）開設許可（届出）事項変更届（第１５号様式）」を「病院（診

療所、助産所）開設許可（開設届出）・オンライン診療受診施設設置届出事項

変更届（第１５号様式）」に改める。 

 第９条第１項中「病院、診療所又は助産所」を「病院、診療所、助産所又は

オンライン診療受診施設」に改め、「者は、」の次に「病院、診療所又は助産

所にあっては」を、「第２２号様式）を」の次に「、オンライン診療受診施設

にあっては休止又は再開の場合はオンライン診療受診施設休止・再開届出書（

第２２号様式の２）を、廃止の場合はオンライン診療受診施設廃止届出書（第

２２号様式の３）を」を加え、同条第２項中「により、」の次に「病院、診療

所又は助産所の」を加え、「失そうの」を「失踪の」に、「、病院（診療所、



 

 

 

助産所）開設者死亡（失そう）届（第２３号様式）」を「病院（診療所、助産

所）開設者死亡（失踪）届（第２３号様式）を、オンライン診療受診施設設置

者の死亡又は失踪の届出をしようとする者はオンライン診療受診施設設置者死

亡・失踪届出書（第２３号様式の２）」に改める。 

 第２０条の次に次の２条を加える。 

 （診療用放射性同位元素使用器具設置の届出） 

第２０条の２ 法第１５条第３項の規定により、診療用放射性同位元素使用器

具（省令第２４条第７号の２に規定する診療用放射性同位元素使用器具をい

う。以下同じ。）を備えようとする者は、診療用放射性同位元素使用器具設

置届（第４４号様式の２）に診療用放射性同位元素使用器具使用室、貯蔵施

設、廃棄施設及び放射線治療病室（以下「診療用放射性同位元素使用器具使

用室等」という。）の縮尺５０分の１の平面図及び側面図を添えて市長に提

出しなければならない。 

２ 前項に規定する平面図及び側面図には、次に掲げる事項を記載しなければ

ならない。 

（１）診療用放射性同位元素使用器具使用室等の隣接、上階及び下階の室等の

名称 

（２）診療用放射性同位元素使用器具の位置 

（３）線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離 

（４）排水設備及び排気設備の系統（診療用放射線同位元素使用器具の廃棄施

設の平面図及び側面図に限る。） 

（５）管理区域及びその標識の位置（管理区域のある場合に限る。） 

 （診療用放射性同位元素使用器具の使用予定の届出） 

第２０条の３ 法第１５条第３項の規定により、診療用放射性同位元素使用器

具を備えている者は、診療用放射性同位元素使用器具使用予定届（第４４号



 

 

 

様式の３）を市長に提出しなければならない。 

 第２３条中「放射性同位元素装備診療機器」の次に「、診療用放射性同位元

素使用器具」を加える。 

 第２４条中「第４９号様式）を」の次に「、診療用放射性同位元素使用器具

を備えなくなった者は診療用放射性同位元素使用器具廃止届（第４９号様式の

２）及び診療用放射性同位元素使用器具廃止後の措置届（第４９号様式の３）

を」を加える。 

 様式目次中 

「 

２ 診療所開設許可申請書 第２条第１項 

                                  」 

を 

「 

２ 診療所開設許可申請書 第２条第１項 

２の２ 
オンライン診療のための医師非常駐診療所

開設許可申請書 
第２条第１項 

                                  」 

に、 

「 

１３ 診療所開設届 第５条 

１４ 助産所開設届 第５条 

１５ 
病院（診療所、助産所）開設許可（届出）

事項変更届 
第６条 

                                  」 

を 

「 



 

 

 

１３ 診療所開設届 第５条第１項 

１３の２ 
オンライン診療のための医師非常駐診療所

開設届出書 
第５条第１項 

１４ 助産所開設届 第５条第１項 

１４の２ オンライン診療受診施設設置届出書 第５条第２項 

１５ 

病院（診療所、助産所）開設許可（開設届

出）・オンライン診療受診施設設置届出事

項変更届 

第６条 

                                  」 

に、 

「 

２３ 
病院（診療所、助産所）開設者死亡（失そ

う）届 
第９条第２項 

                                  」 

を 

「 

２２の２ オンライン診療受診施設休止・再開届出書 第９条第１項 

２２の３ オンライン診療受診施設廃止届出書 第９条第１項 

２３ 
病院（診療所、助産所）開設者死亡（失踪

）届 
第９条第２項 

２３の２ 
オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪

届出書 
第９条第２項 

」 

に、 

「 

４４ 放射性同位元素装備診療機器設置届 第２０条 

」 

を 

「 



 

 

 

４４ 放射性同位元素装備診療機器設置届 第２０条 

４４の２ 診療用放射性同位元素使用器具設置届 
第２０条の２第

１項 

４４の３ 診療用放射性同位元素使用器具使用予定届 第２０条の３ 

」 

に、 

「 

４７ 

エックス線装置（診療用高エネルギー放射

線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療

用放射線照射装置、診療用放射線照射器具

、放射性同位元素装備診療機器、診療用放

射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素）設置届出事項変更届 

第２３条 

」 

を 

「 

４７ 

エックス線装置（診療用高エネルギー放射

線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療

用放射線照射装置、診療用放射線照射器具

、放射性同位元素装備診療機器、診療用放

射性同位元素使用器具、診療用放射性同位

元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元

素）設置届出事項変更届 

第２３条 

」 

に、 

「 

４９ 診療用放射線照射器具廃止届 第２４条 

」 

を 

「 

４９ 診療用放射線照射器具廃止届 第２４条 



 

 

 

４９の２ 診療用放射性同位元素使用器具廃止届 第２４条 

４９の３ 
診療用放射性同位元素使用器具廃止後の措

置届 
第２４条 

」 

に改める。 

 第１号様式（表）中「あて先」を「宛先」に改め、「印」を削り、 

「 

  

」 

を 

「 

  

」 

に改める。 

 第２号様式の次に次の１様式を加える。 



 

 

 

第２号様式の２ 

  

 



 

 

 

 第１２号様式を次のように改める。 



 

 

 

第１２号様式 

  



 

 

 

第１３号様式（表）中「あて先」を「宛先」に改め、同様式（裏）中 

「 

  

                                  」 

を 

「 

  

                                  」 



 

 

 

に改め、同様式の次に次の１様式を加える。 

 



 

 

 

第１３号様式の２ 

  

 



 

 

 

   

 



 

 

 

 第１４号様式の次に次の１様式を加える。 

 



 

 

 

第１４号様式の２ 

  

 



 

 

 

第１５号様式中「病院（診療所、助産所）開設許可（届出）事項変更届」を

「病院（診療所、助産所）開設許可（開設届出）・オンライン診療受診施設設

置届出事項変更届」に、「あて先」を「宛先」に改め、「並びに印」を削り、

「届出）事項に」を「開設届出、設置届出）事項に」に改める。 

 第２２号様式の次に次の２様式を加える。 

 



 

 

 

第２２号様式の２ 

  

 



 

 

 

第２２号様式の３ 

  

 



 

 

 

 第２３号様式中「病院（診療所、助産所）開設者死亡（失そう）届」を「病

院（診療所、助産所）開設者死亡（失踪）届」に、「あて先」を「宛先」に改

め、「印」を削り、「失そう宣告」を「失踪宣告」に、「失そうの」を「失踪

の」に改め、同様式の次に次の１様式を加える。 

 



 

 

 

第２３号様式の２ 

  

 



 

 

 

 第４４号様式の次に次の２様式を加える。 

 



 

 

 

第４４号様式の２ 

  

 



 

 

 

第４４号様式の３ 

  

 



 

 

 

 第４７号様式中「エックス線装置（診療用高エネルギー放射線発生装置、診

療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性

同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性

同位元素）設置届出事項変更届」を「エックス線装置（診療用高エネルギー放

射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線

照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素使用器具、診

療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）設置届出事項変

更届」に、「放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断

層撮影診療用放射性同位元素）設置届出事項を」を「放射性同位元素装備診療

機器、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素）設置届出事項を」に改める。 

 第４９号様式の次に次の２様式を加える。 

 



 

 

 

第４９号様式の２ 

  

 



 

 

 

第４９号様式の３ 

  

 

 

 

 



 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる

。 

 

 


